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社 会 保 険 庁 
運 営 部 医 療 保 険 課 

 
 

厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対する適用促進事業 
委託業務（市場化テストモデル事業）に係る評価について 

 
Ⅰ 評価方法 

市場化テストモデル事業として民間事業所に包括的に委託した、未適用事業所の

把握業務、加入勧奨業務及び報告書作成業務について、その実績及び事業に要した

費用を他の社会保険事務所の実績と比較し評価を行う。 
ア 対象地区 

東京地区（港社会保険事務所、渋谷社会保険事務所及び足立社会保険事務所） 
福岡地区（南福岡社会保険事務所及び久留米社会保険事務所） 

イ 事業実施期間 
平成１７年６月から平成１８年３月まで 

 

Ⅱ 東京地区 

１．契約概要 

実施事業者：東京都社会保険労務士会 

  ・所 在 地：東京都新宿区新小川町８－９ 

  ・代 表 者：会長 金田 修 

  ・設  立：昭和５３年１１月 

        社会保険労務士法に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて設立され

た法定団体 

契約期間 ：平成１７年６月１４日から平成１８年３月３１日 

契約金額 ：１円 

要求水準 ：過去の当該社会保険事務所において実施した実績以上に事業を行う

こと（東京地区については、加入勧奨を実施した未適用事業所が２６

９事業所を上回ること） 

 

２．事業実績 

（１）未適用事業所の把握業務 

① ＮＴＴタウンページ情報の活用により事業所情報を取得し、社会保険オン

ラインシステムによる適用事業所か否かの確認を行った事業所 

２，９２７事業所（うち適用済であることが確認できなかった事業所は 

１，４０８事業所・・・ⅰ） 

    



② 厚生年金保険と雇用保険との適用事業所突合結果の提供を受け、社会保険

オンラインシステムによる適用事業所か否かの確認を行った事業所 

１，９０７事業所（うち適用済であることが確認できなかった事業所は 

１，５６６事業所・・・ⅱ） 

③ 会員より未適用事業所である旨の報告があった事業所数 

    ５４３事業所         ・・・ⅲ 
 

※ ３，５１７事業所（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ）を戸別訪問による加入勧奨（以下「巡回説明」

という。）の対象とする事業所（以下「適用促進対象事業所」という。）として把握 

 

（２）加入勧奨業務 

上記（１）により把握した適用促進対象事業所（３，５１７事業所）のうち、

１，８４５事業所（ⅱ及びⅲを優先）に対し延べ２，０１１回の巡回説明を実

施 

・未適用事業所であった事業所     ８０２事業所 

・既に適用済みであった事業所又は 

現況の確認ができなかった事業所 １，０４３事業所 

なお、加入勧奨の結果、１９４事業所（被保険者数１，１６６人）が適用と

なった。 

 

（３）報告書の作成業務 

毎月の実績（実施状況）報告書を作成 

委託事業に要した経費に係る報告書を作成 

 

３．経費 

（１）収入（委託費） １，７０５，８１１円 

契約金額（基本額）   ：        １円 

適用促進費（成功報酬額）：１，７０５，８１０円 
   

※ 適用促進費（成功報酬額）については、加入勧奨により加入した事業所の被保険

者数が１００人を超えた場合に、超える分の被保険者数（１，１６６人－１００人）

に１，５２４円×１．０５を乗じた額を支給 

 

（２）支出      ４，５５０，０９５円   
 

※ 内訳については、資料購入費（４１千円）、会員社会保険労務士への調査費・成功

報酬（３，０１１千円）、人件費等・旅費（１，２９４千円）、会議費（１７２千円）、

通信運搬費（６千円）、消耗品費（２６千円） 

 

４．事業実施結果 

   要求水準である２６９事業所を上回る８０２の未適用事業所に対し巡回説明

が行われた。（約２．９８倍） 

また、その成果として１９４事業所（被保険者１，１６６人）が適用となり、

適用促進費（成功報酬額）の対象となる被保険者数は１，０６６人であった。 

このことから、本事業は目標が達成されたものと思慮する。 



５．社会保険事務所との比較 

  実施状況及び経費等について、東京都社会保険労務士会と 

   ・ 東京社会保険事務局管内３０社会保険事務所のうち市場化テストモデル事

業の対象３社会保険事務所（港社会保険事務所、渋谷社会保険事務所、足立

社会保険事務所）を除く２７社会保険事務所の平均値に３（ヵ所）を乗じた

数値（以下「事務所平均」という。） 

・ 市場化テストモデル事業東京地区の対象３社会保険事務所と同規模である

京橋社会保険事務所、新宿社会保険事務所、葛飾社会保険事務所の計（以下

「同規模事務所」という。） 

との比較を行う。 
   

（１） 加入勧奨等実績に係る比較 

   〔取り組み状況、成果等に関する比較〕 

    ① 適用促進対象事業所（把握）数 

東京都労務士会 ３，５１７事業所

事 務 所 平 均 １，３８２事業所

同規模事務所 １，６９３事業所

 東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ０．４  ：  ０．５ 

 

② 巡回説明実施事業所数 

     ⅰ．延べ事業所数 ⅱ．実事業所数 （参考）ⅰ÷ⅱ

東京都労務士会 ２，０１１事業所 １，８４５事業所 約１．０９回

事 務 所 平 均 ３８１事業所 ３７０事業所 約１．０３回

同規模事務所 ３６７事業所 ３３９事業所 約１．０８回

（ⅰ．延べ事業所数、ⅱ．実事業所数ともに）  

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ０．２  ：  ０．２    

 

③ 適用促進対象事業所のうち巡回説明を実施した事業所の割合 
     ⅰ．巡回説明実施事

業所数（実事業所数）

ⅱ．適用促進対象事
業所数 

ⅲ．ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 １，８４５事業所 ３，５１７事業所 約５２．５％

事 務 所 平 均 ３７０事業所 １，３８２事業所 約２６．８％

同規模事務所 ３３９事業所 １，６９３事業所 約２０．０％

 東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ０．５  ：  ０．４    

 

④ 適用に結びついた事業所数 

東京都労務士会 １９４事業所

事 務 所 平 均 ２２事業所

同規模事務所 ５８事業所

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ０．１  ：  ０．３    



〔効率的、効果的な実施に関する比較〕 

⑤ 巡回説明を実施した事業所のうち未適用事業所と確認した事業所の割合 
     ⅰ．未適用事業所と

確認した事業所数
ⅱ．巡回説明実施事
業所数（実事業所数） 

ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 ８０２事業所 １，８４５事業所 約４３．５％

事 務 所 平 均 １８８事業所 ３７０事業所 約５０．８％

同規模事務所 １３７事業所 ３３９事業所 約３４．３％

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  １．２  ：  ０．８    

 

⑥ 未適用事業所と確認した事業所のうち適用に結びついた事業所数の割合 
        ⅰ．適用に結びつい

た事業所数 
ⅱ．未適用事業所と
確認した事業所数 

ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 １９４事業所 ８０２事業所 約２４．２％

事 務 所 平 均 ２２事業所 １８８事業所 約１１．７％

同規模事務所 ５８事業所 １３７事業所 約４２．３％

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ０．５  ：  １．７    

 

⑦ 巡回説明を実施した事業所数のうち適用に結びついた事業所の割合 
        ⅰ．適用に結びつい

た事業所数 
ⅱ．巡回説明実施事
業所数（実事業所数） 

ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 １９４事業所 １，８４５事業所 約１０．５％

事 務 所 平 均 ２２事業所 ３７０事業所 約 ５．９％

同規模事務所 ５８事業所 ３３９事業所 約１７．１％

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ０．６  ：  １．６    

 

（２） 当該事業に要した費用等に係る比較 

  ① 当該事業に要した費用                （単位：千円） 

内   訳        総 額
物品費等 通信運搬費 事業費 旅費 人件費等

東京都労務士会 ４，５５０ ２３９ ６ ３，０１１ ３０ １，２６４

事 務 所 平 均 ３，１０８ ０ ７８ １，０５３ ５ １，９７２

同規模事務所 ４，３９７ ３ １５７ １，０６４ ２５ ３，１４８

※ 費用等に係る比較を行うにあたり、東京都社会保険労務士会及び社会保険事

務所で要した費用について、次のとおり区分。 

区 分 東京都社会保険労務士会 社会保険事務所 

物品費等 資料購入費、消耗品費、会議費 印刷製本費 

通信運搬費 通信運搬費 通信運搬費 

事業費 会員社会保険労務士への調査

費・成功報酬 

巡回説明委託費 

旅費 適用対象事業所の把握等に要

する旅費 

適用対象事業所の把握及び

巡回説明等に要する旅費 

人件費等 人件費等 人件費等 



   

  ② 巡回説明事業所（実事業所数）１件あたりに対する費用 
        

ⅰ．費用総額 
ⅱ．巡回説明実施事
業所数（実事業所数） 

ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 ４，５５０千円 １，８４５事業所 約 ２．５千円

事 務 所 平 均 ３，１０８千円 ３７０事業所 約 ８．４千円

同規模事務所 ４，３９７千円 ３３９事業所 約１３．０千円

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ３．４  ：  ５．２    

 

③ 未適用事業所と確認した事業所１件あたりに対する費用 

        ⅰ．費用総額 
ⅱ．未適用事業所と
確認した事業所数 

ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 ４，５５０千円 ８０２事業所 約 ５．７千円

事 務 所 平 均 ３，１０８千円 １８８事業所 約１６．５千円

同規模事務所 ４，３９７千円 １３７事業所 約３２．１千円

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ２．９  ：  ５．７    

 

④ 適用に結びついた事業所１件あたりに対する費用 

        ⅰ．費用総額 
ⅱ．適用に結びつい
た事業所数 

ⅰ÷ⅱ 

東京都労務士会 ４，５５０千円 １９４事業所 約 ２３．５千円

事 務 所 平 均 ３，１０８千円 ２２事業所 約１４１．３千円

同規模事務所 ４，３９７千円 ５８事業所 約 ７５．８千円

東京都労務士会：事 務 所 平 均：同規模事務所  
≒    １    ：  ６．０  ：  ３．２    

 

 ６．評価 

加入勧奨等実績に係る比較において、東京都社会保険労務士会は、巡回説明の

実施事業所数及び適用に結びついた事業所数ともに比較対象とした東京社会保

険事務局管内の社会保険事務所並びに要求水準を大きく上回る実績をあげてお

り高く評価できる。 
   また、当該事業に要した費用等に係る比較においても、東京都社会保険労務士

会の支出額は４５５万円であり、東京社会保険事務局管内の社会保険事務所平均

を約１４４万円、同規模社会保険事務所を約１５万円上回ったところであるが、

費用対効果では社会保険事務所より低廉な経費において事業が行われたと評価

できる。 
しかしながら、委託費収入が１７０万円であり支出額を２８５万円下回ってい

ることから、仮にいわゆる赤字状態の中で事業を継続した場合にも、今年度の実

績相当の事業を実施していくことが可能なのかという疑問はある。 
なお、東京都社会保険労務士会は平成１８年度の本事業に係る入札（平成１８

年４月２８日開札）においても受託事業者となっており、平成１８年度の実績も

踏まえて総合的に評価していく必要があるものと考える。 
   



Ⅲ 福岡地区 

１．受託事業者 

実施事業者：（株）アイ・シー・アール 

  ・所 在 地：愛知県名古屋市千種区仲田２－１５－８ＮＴビル８階 

  ・代 表 者：代表取締役 今井 重好 

  ・設  立：昭和５７年５月 

        強制執行の立ち会い、現地調査等を行っている企業 

  契約期間 ：平成１７年６月３日から平成１８年３月３１日 

  契約金額 ：４，５６７，１９５円 

  要求水準 ：過去の当該社会保険事務所において実施した実績以上に事業を行う

こと（福岡地区については、加入勧奨を実施した未適用事業所が２９

０事業所を上回ること） 

 

２．事業実績 

（１）未適用事業所の把握業務 

① ＮＴＴタウンページ情報の活用により事業所情報を取得し、社会保険オン

ラインシステムによる適用事業所か否かの確認を行った事業所 

６５４事業所（うち適用済であることが確認できなかった事業所は 

４６８事業所） 

② 厚生年金保険と雇用保険との適用事業所突合結果の提供を受け、社会保険

オンラインシステムによる適用事業所か否かの確認を行った事業所 

３０７事業所（うち適用済であることが確認できなかった事業所は 

１１４事業所） 

③ 事業所現況（厚生年金保険等への加入の有無、従業員数等）に係る照会文

書を送付した事業所数 

６４６事業所（延べ７９１事業所に対し送付） 

④ 事業所現況（厚生年金保険等への加入の有無、従業員数等）について電話

による聴取を行った事業所数 

     ５３０事業所（延べ７４３事業所に対し電話聴取） 
 

※ 上記①から④により５２２事業所を適用促進対象事業所として把握 

 

（２）加入勧奨業務 

上記（１）により把握した適用促進対象事業所５２２事業所に対し延べ６１

２回の巡回説明を実施 

・未適用事業所であった事業所   ３０９事業所 

・既に適用済みであった事業所又は 

現況の確認ができなかった事業所 ２１３事業所） 

なお、加入勧奨の結果、２９事業所（被保険者数１３８人）が適用となった。 

 

（３）報告書の作成業務 

毎月の実績（実施状況）報告書を作成 

委託事業に要した経費に係る報告書を作成 

 



 

３．経費 

（１）収入（委託費） ４，６２８，００２円 

契約金額（基本額）   ：４，５６７，１９５円 

適用促進費（成功報酬額）：   ６０，８０７円 
    

※ 適用促進費（成功報酬額）については、加入勧奨により加入した事業所の被保険

者数が１００人を超えた場合に、超える分の被保険者数（１３８人－１００人）に

１，５２４円×１．０５を乗じた額を支給。 

 

（２）支出      ３，６８８，３１０円 
 

※ 内訳については、資料購入費・作成費（６４５千円）、人件費（２，３３３千円）、

旅費・交通費（２４４千円）、通信運搬費（１３２千円）、消耗品費（３４千円）、社

会保険労務士顧問料（３００千円） 

 

４．事業実施結果 

   要求水準である２９０事業所を上回る３０９の未適用事業所に対し巡回説明

が行われた。（約１．０７倍） 

また、その成果として２９事業所（被保険者１３８人）が適用となり、適用促

進費（成功報酬額）の対象となる被保険者数は３８人であった。 

このことから、本事業は目標が達成されたものと思慮する。 

 

５．社会保険事務所との比較 

   実施状況及び経費等について、(株)アイ・シー・アールと 

・ 福岡社会保険事務局管内１１社会保険事務所のうち市場化テストモデル事

業の対象２社会保険事務所（南福岡社会保険事務所、久留米社会保険事務所）

を除く９社会保険事務所の平均値に２（ヵ所）を乗じた数値（以下「事務所

平均」という。） 

・ 市場化テストモデル事業福岡地区の対象２社会保険事務所と同規模である

東福岡社会保険事務所、八幡社会保険事務所の計（以下「同規模事務所とい

う。」 

  との比較を行う。 

 

  （１） 加入勧奨等実績に係る比較について 

   〔取り組み状況、成果等に関する比較〕 

① 適用促進対象事業所（把握）数 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ５２２事業所

事 務 所 平 均 ７９７事業所

同規模事務所 ９１３事業所

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  １．５  ：  １．７    

 

 



② 巡回説明実施事業所数 

     ⅰ．延べ事業所数 ⅱ．実事業所数 （参考）ⅰ÷ⅱ

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ６１２事業所 ５２２事業所 約１．１７回

事 務 所 平 均 ７４３事業所 ６３５事業所 約１．１７回

同規模事務所 ５９１事業所 ５５７事業所 約１．０６回

（ⅰ．延べ事業所数） 
㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 

≒     １    ：  １．２  ：  １．０    

（ⅱ．実事業所数） 
㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 

≒     １    ：  １．２  ：  １．１    

 

③ 適用促進対象事業所のうち巡回説明を実施した事業所の割合 
     ⅰ．巡回説明実施事

業所数（実事業所数）

ⅱ．適用促進対象事
業所数 

ⅲ．ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ５２２事業所 ５２２事業所 １００％

事 務 所 平 均 ６３５事業所 ７９７事業所 約７９．７％

同規模事務所 ５５７事業所 ９１３事業所 約６１．０％

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  ０．８  ：  ０．６    

 

④ 適用に結びついた事業所数 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ２９事業所

事 務 所 平 均 １０６事業所

同規模事務所 ２２１事業所

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 

≒     １    ：  ３．７  ：  ７．６    

 

〔効率的、効果的な実施に関する比較〕 

⑤ 巡回説明を実施した事業所のうち未適用事業所と確認した事業所の割合 
     ⅰ．未適用事業所と

確認した事業所数
ⅱ．巡回説明実施事
業所数（実事業所数） 

ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ３０９事業所 ５２２事業所 約５９．２％

事 務 所 平 均  ２６０事業所 ６３５事業所 約４０．９％

同規模事務所  ３３０事業所 ５５７事業所 約５９．２％

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  ０．７  ：   １    

 

⑥ 適用事業所と確認した事業所のうち適用に結びついた事業所の割合 
        ⅰ．適用に結びつい

た事業所数 
ⅱ．未適用事業所と
確認した事業所数 

ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ２９事業所 ３０９事業所 約 ９．４％

事 務 所 平 均  １０６事業所 ２６０事業所 約４０．７％

同規模事務所  ２２１事業所 ３３０事業所 約６６．７％

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  ４．３  ：  ７．１    

 



⑦ 巡回説明を実施した事業所のうち適用に結びついた事業所の割合 

        ⅰ．適用に結びつい
た事業所数 

ⅱ．巡回説明実施事
業所数（実事業所数） 

ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ２９事業所 ５２２事業所 約 ５．６％

事 務 所 平 均  １０６事業所 ６３５事業所 約１６．７％

同規模事務所  ２２１事業所 ５５７事業所 約３９．７％

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  ３．０  ：  ７．１    

 

（２） 当該事業に要した費用等に係る比較について 

  ① 当該事業に要した費用                （単位：千円） 

内   訳        総 額
物品費等 通信運搬費 事業費 旅費 人件費等

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ３，６８８ ６７９ １３２ ３００ ２４４ ２，３３３

事 務 所 平 均  ４，６１４ １１７ ８１ ４９９ ２５４ ３，６６３

同規模事務所  ５，３４６ ７５ ７８ ４８７ ２３２ ４，４７４

※ 費用等に係る比較を行うにあたり、(株)アイ・シー・アール及び社会保険事

務所で要した費用について、次のとおり区分。 

区 分 (株)アイ・シー・アール 社会保険事務所 

物品費等 資料購入費、資料作成費、消耗

品費 

印刷製本費、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ購入費

通信運搬費 通信運搬費 通信運搬費 

事業費 社会保険労務士顧問料 巡回説明委託費 

旅費 通行料等（福岡市外分） 適用対象事業所の把握及び

巡回説明等に要する旅費 

人件費等 人件費等 人件費等 

     

② 巡回説明事業所（実事業所数）１件あたりに対する費用 

        ⅰ．費用総額 
ⅱ．巡回説明実施事
業所数（実事業所数） 

ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ３，６８８千円 ５２２事業所 約 ７．１千円

事 務 所 平 均  ４，６１４千円 ６３５事業所 約 ７．３千円

同規模事務所  ５，３４６千円 ５５７事業所 約 ９．６千円

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  １．０  ：  １．４    

 

③ 未適用事業所と確認した事業所１件あたりに対する費用 

        ⅰ．費用総額 
ⅱ．未適用事業所と
確認した事業所数 

ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ３，６８８千円 ３０９事業所 約１１．９千円

事 務 所 平 均 ４，６１４千円 ２６０事業所 約１７．８千円

同規模事務所 ５，３４６千円 ３３０事業所 約１６．２千円

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 
≒     １    ：  １．５  ：  １．４    



 

④ 適用に結びついた事業所１件あたりに対する費用 

 ⅰ．費用総額 
ⅱ．適用に結びつい
た事業所数 

ⅰ÷ⅱ 

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ ３，６８８千円 ２９事業所 約１２７．２千円

事 務 所 平 均  ４，６１４千円 １０６事業所 約 ４３．５千円

同規模事務所  ５，３４６千円 ２２１事業所 約 ２４．２千円

㈱ ｱ ｲ ･ ｼ ｰ ｱ ｰ ﾙ：事 務 所 平 均：同規模事務所 

≒     １    ：  ０．３  ：  ０．２    

 

６．評価 

  加入勧奨等実績に係る比較において、(株)アイ・シー・アールは、巡回説明の

実施事業所数について、比較対象とした福岡社会保険事務局の社会保険事務所と

ほぼ同程度であるとともに要求水準を上回る実績をあげており一定の評価はで

きるものの、適用に結びついた事業所数が福岡社会保険事務局の社会保険事務所

の実績を大きく下回っている。 
しかしながら、東京社会保険事務局管内の社会保険事務所又は全国の社会保険

事務所の平均と比較した場合、適用に結びついた事業所数においてもほぼ同程度

の成果であり、当該受託事業者が本業務について初めての取り組みであることや

社会保険事務所における取り組みが強化されていることも考慮すると、一概に劣

るものとは言えない。 
また、当該事業に要した費用等に係る比較においても、(株)アイ・シー・アー

ルの支出額は約３７０万円であり福岡社会保険事務局管内の社会保険事務所平

均を約９３万円、同規模社会保険事務所を約１６６万円下回ったところであり、

加入勧奨等実績同様に一定の評価はできるが、支出額を適用に結びついた事業所

で割り戻してみた場合、社会保険事務所より高い経費がかかっている。 
なお、(株)アイ・シー・アールは平成１８年度の本事業に係る入札（平成１８

年４月２８日開札）においても受託事業者となっており、複数年にわたり事業を

継続することで実績の向上等につながるのか、又、今年度のコスト水準での実績

向上が可能なのか等について、平成１８年度の実績も踏まえて総合的に評価して

いく必要があるものと考える。 
 
（参考：全国との実績比較） 

 アイ・シー・

アール 
福岡管内事

務所平均 
福岡管内同

規模事務所

東京管内事

務所平均 
全国事務所

平均 
未適用事業所

と確認した数 ３０９ ２６０ ３３０ １２５ ２２１ 

適用となった

事業所数 ２９ １０６ ２２１ １４ ３２ 

（注）社会保険事務所２ヵ所当たりでの比較。 
 
 
 



Ⅳ 総合評価 
２地区における事業実績及び費用対効果については、前述したように評価できる

ものとなっており、本事業は、今後も問題点の解決を図りながら民間開放（民間活

用）を進める事業分野と考える。 
また、平成１８年度においては、市場化テスト事業として、対象地区を１３地区

（１０４社会保険事務所）に拡大して実施しており、その入札結果を見ると、評価

委員会で高い評価を得た事業者が比較的低廉な額で落札したところであり、成功報

酬を獲得するためにも加入促進に積極的に取り組み大きな成果をあげることを期

待している。 
なお、本事業は民間事業者の創意工夫やノウハウを活用しながら、社会保険事務

所と民間事業者が随時に連携を図り事業を実施していくことが、より適正かつ効果

的・効率的な事業実施に繋がるものと考えており、市場化テストモデル事業として

の役割を終え、民間開放（民間活用）を行う対象地区の拡大を図っていくこととし

たい。 
 
（注１）本事業に要した費用等における比較にあたっては、本事業は民間事業者、社会保険事

務所ともに本事業のみに携わる専任の者により実施されているものではないことから、

人件費相当額に係る算定方法（考え方）及び算定額は事業者ごとの判断に委ねられてお

り、同一条件による比較は困難。 
（注２）平成１８年度の入札にあたっては、本事業のなかでは事業規模の大きな地区（政令指

定都市及びその周辺地域）を対象地区としたにも拘わらず、２地区（宮城地区、静岡地

区）においては入札参加者が１事業者しかなく実質的な競争が行われなかった。 
 
（参考：検討課題等） 
   今後、民間開放（民間活用）を進めていくにあたっては、次の事項等について、

関係法令等を踏まえながら検討、見直しをしていくこととしている。 
 （１）受託事業者の決定方法 

     受託事業者の決定については、入札価格だけではなく事業者が企画提案す

る事業実施内容も評価する総合評価落札方式（一般競争入札）により行い、

「事業実施内容に係る評価点数」を「入札価格」で除した数値の最も高い者

を落札者とする除算方式を採用した。 
  しかしながら、 
・ 本事業のように事業（予算）規模が比較的小さい事業においては、事業

（予算）規模が大きい事業に比べて入札価格が低廉になることから、「事

業実施内容に係る評価点数１点」に対する「入札価格１円」の割合が高く

なり、結果的に評価委員会での事業実施内容に係る評価結果が落札者決定

に反映されづらいのではないか。 
・ 本事業に限ったものではないが、事業実施内容について高い評価を受け

た事業者が低廉な価格において入札しているにも拘わらず、事業実施内容

について最低限の評価しか受けていない事業者であっても著しく低廉な

価格で入札すれば落札者となるのは望ましくないのではないか。 
等の意見があり、事業実施内容に係る評価結果にウェイトを置いた受託事業

者の決定の是非等を踏まえ、受託事業者の決定方法について検討する。 
 



 
（２）要求水準の設定方法、成功報酬の導入 

業務の遂行の在り方や実現の手法は受託事業者の提案と裁量のよるもの

としたほか、加入した事業所の被保険者数に応じた成功報酬を支払うことと

し、加入促進への取り組みを促すこととした。 
しかしながら、 

・ 要求水準を達成（一定数以上の未適用事業所に対する加入勧奨を実施）

した以上においては、適用促進対象事業所として把握したにも拘わらず加

入促進に係る取り組みを行わない事業所があったとしても契約上問題が

ないが、事業本来の在り方として適切と言えない。 
・ 受託事業者が成功報酬を期待しない場合においては、未適用事業所の把

握を主な業務とし、成果を得ることが難しい加入促進業務には積極的な取

り組みを行わない方が利益が上がる（経費がかからない）一面もある。 
等の意見があり、要求水準の設定方法（項目、数量等）や成功報酬に係る報

酬形態等について検討する。 



 



 



厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対する適用促進事業に係る平成１７年度実施状況等について 

 

【東京地区】 

区  分 
①目視・WM 等による確

認を行った事業所数 

②①による確認を行っ
たうち適用対象事業
所数 

③文書による加入指導

を実施した事業所数 

④巡回説明を実施した
事業所数 

（  ）内は延べ事業所数

⑤未適用事業所と確認

した事業所数 

⑥適用となった事業所

数 

ⅰ 東京都社会保険

労務士会 ４，８３４ ３，５１７ － 

（２，０１１）

 １，８４５ ８０２ １９４ 

ⅱ社会保険事

務所平均×３ ２，８９３ １，３８２ ９１６ 

（  ３８１）

３７０ １８８ ２２ 

ⅲ同規模社会

保険事務所計 ３，９５１ １，６９３ １，４９３ 

（  ３６７）

３３９ １３７ ５８ 

社
会
保
険
事
務
所 

（参考） 

全国平均×３ ２，５８７ １，２１７ １，２２９ 

（７６２）

６５７ ３３１ ４７ 

（注１）「ⅰ東京都社会保険労務士会」における「②①による確認を行ったうち適用対象事業所数」には、会員から未適用事業所である旨の報告があった５４３

事業所（①による確認を行わずに適用対象事業所数としたもの）を含む。 

（注２）「ⅱ社会保険事務所平均×３」は、東京社会保険事務局管内３０社会保険事務所のうち、市場化テストモデル事業の対象３社会保険事務所（港、渋谷、

足立）を除く２７社会保険事務所における実施状況の平均に３（ヵ所）を乗じた数。 

（注３）「ⅲ同規社会保険事務所計」は、京橋社会保険事務所、新宿社会保険事務所、葛飾社会保険事務所における実績の合計。 

（注４）「ⅱ社会保険事務所平均×３」「ⅲ同規社会保険事務所計」における「④巡回説明を実施した事業所数」には、業務委託（社労士）により実施した事業

所を含む。 

 

 ①費用総額 

 

②巡回説明を実施した事業所１事業所あた

りの費用（①÷上記④） 

③未適用事業所と確認した事業所１事業所

あたりの費用（①÷上記⑤） 

④適用となった事業所数１事業所あたりの

費用（①÷上記⑥） 

ⅰ 東京都社会保険

労務士会 ４，５５０千円

（ ２．３千円）

２．５千円 ５．７千円 ２３．５千円 

ⅱ 社会保険事務所

平均×３ ３，１０８千円

（ ８．２千円）

８．４千円 １６．５千円 １４１．３千円 

ⅲ 同規模社会保険

事務所合計 ４，３９７千円

（１２．０千円）

１３．０千円 ３２．１千円 ７５．８千円 （
参

考
２

）

（注１）「ⅱ社会保険事務所平均×３」は、東京社会保険事務局管内３０社会保険事務所のうち、市場化テストモデル事業の対象３社会保険事務所（港、渋谷、

足立）を除く２７社会保険事務所における費用の平均に３（ヵ所）を乗じた数。 

（注２）「ⅲ同規社会保険事務所計」は、京橋社会保険事務所、新宿社会保険事務所、葛飾社会保険事務所における費用の合計。 



 

 

 

【福岡地区】 

区  分 
①目視・WM 等による確

認を行った事業所数 

②①による確認を行っ
たうち適用対象事業
所数 

③文書による加入指導

を実施した事業所数 

④巡回説明を実施した
事業所数 

（  ）内は延べ事業所数

⑤未適用事業所と確認

した事業所数 

⑥適用となった事業所

数 

ⅰ アイ・シー 

・アール ９６１ ５２２ ６４６ 

（  ６１２）

５２２ ３０９ ２９ 

ⅱ社会保険事

務所平均×２ １，０８８ ７９７ ７７９ 

（  ７４３）

６３５ ２６０ １０６ 

ⅲ同規模社会

保険事務所計 １，２８６ ９１３ ８９２ 

（  ５９１）

５５７ ３３０ ２２１ 

社
会
保
険
事
務
所 

（参考） 

全国平均×２ １，７２５ ８１１ ８１９ 

（５０９）

４３８ ２２１ ３２ 

（注１）「ⅰアイ・シー・アール」における「②①による確認を行ったうち適用対象事業所数」は、①③及び電話による聴取を行った後の事業所数。なお、③

は６４６事業所に対して延べ７９１回実施。電話による聴取は、５３０事業所に対して延べ７４３回実施。 

（注２）「ⅱ社会保険事務所平均×２」は、福岡社会保険事務局管内１１社会保険事務所のうち、市場化テストモデル事業に対象２社会保険事務所（南福岡、

久留米）を除く９社会保険事務所における実施状況の平均に２（ヵ所）を乗じた数。 

（注３）「ⅲ同規社会保険事務所計」は、東福岡社会保険事務所、八幡社会保険事務所における実績の合計。 

（注４）「ⅱ社会保険事務所平均×２」「ⅲ同規社会保険事務所計」における「④巡回説明を実施した事業所数」には、業務委託（社労士）により実施した事業

所を含む。 

 

 ①費用総額 

 

②巡回説明を実施した事業所１事業所あた

りの費用（①÷上記④） 

③未適用事業所と確認した事業所１事業所

あたりの費用（①÷上記⑤） 

④適用となった事業所数１事業所あたりの

費用（①÷上記⑥） 

ⅰ アイ・シー・ 

     アール ３，６８８千円

（ ６．０千円）

７．１千円 １１．９千円 １２７．２千円 

ⅱ 社会保険事務所

平均×２ ４，６１４千円

（ ６．２千円）

７．３千円 １７．８千円 ４３．５千円 

ⅲ 同規模社会保険

事務所計 ５，３４６千円

（ ９．０千円）

９．６千円 １６．２千円 ２４．２千円 

（注１）「ⅱ社会保険事務所平均×２」は、福岡社会保険事務局管内１１社会保険事務所のうち、市場化テストモデル事業に対象２社会保険事務所（南福岡、

久留米）を除く９社会保険事務所における費用の平均に２（ヵ所）を乗じた数。 

（注２）「ⅲ同規社会保険事務所計」は、東福岡社会保険事務所、八幡社会保険事務所における費用の合計。 
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